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は じ め に 
 

 我が国の人口は、戦後一貫して増加を続けてきましたが、2008 年の１億 2,808 万人をピークとして、

人口減少局面を迎えています。一人の女性が生涯に産む平均の子ども数を示す「合計特殊出生率」は、

1974 年に「人口置換水準」（人口が長期的に維持される水準。現在は 2.07）を下回り、2005 年には過去

最低となる 1.26 まで落ち込みました。その後、上昇に転じ 2015 年には 1.45 まで回復しましたが、    

2022 年には再び下降に転じ 2024 年には 1.15 となり、過去最低だった 2023 年の 1.20 をさらに更新する

など、依然として低水準に留まっています。国立社会保障・人口問題研究所によりますと、このままの

ペースでは、2056 年には人口が１億人を割り、2070 年には約 8,700 万人になると推計されています。 

また、人口が１億人を超えた 1967 年には 65 歳以上の人口が総人口に占める「高齢化率」は 6.6%でし

たが、2010 年には 23.0%となり、超高齢社会（高齢化率 21%以上）を迎え、2024 年には 29.3%まで上昇し

ました。さらに 2070 年には高齢化率は 38.7%と超高水準に至るものと推計されており、それに伴い、生

産年齢人口割合も 52.1%まで下がると予想され、労働力人口の減少は避けられないものと考えられていま

す。 

このように、世界でも類を見ない急速な勢いで少子高齢化が進行し、労働力の高齢化、生産年齢人口

の減少が見込まれていることから、今後、経済及び社会の活力を維持していくためには、若者、女性、

高齢者、障害者など働くことができる全ての人の就労促進を図り、全ての人が社会を支える「全員参加

型社会」の実現が求められています。 

本県におきましても、今後、若年労働者が減少していく中で、活力ある地域社会を実現していくため

には、高齢者が長年培ってきた知識や経験を活かし、働く意欲と能力を有する限り、年齢にかかわり  

なく生き生きと働ける「生涯現役社会」の実現を図ることが重要です。  

 「生涯現役社会」を実現するには、高齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備

が課題となっており、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（以下「高年齢者雇用安定法」という。）

に基づき、総合的な雇用就業対策を実施していくことが必要となっています。 

高年齢者雇用安定法は、65 歳までの雇用確保措置に加え、令和３年４月１日に 70 歳までの就業機会を

確保するため、70歳までの定年の引上げ、定年制の廃止、70 歳までの継続雇用制度の導入、創業支援等

措置が努力義務として施行されました。意欲と能力のある労働者が働き続けることができる環境を整備

することが重要であるとともに、労働力としての高齢者の役割も重要となっています。 

 今回、高年齢者雇用を取り巻く現状について取りまとめましたので、ご活用いただければ幸いと    

存じます。 
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－１－ 

１．人口の高齢化 
 
 わが国では、昭和 20 年代後半から出生率が低下するとともに、食生活の改善、医学の進歩等により、   

平均寿命が伸長し、昭和 50 年代に入ってからは人口の高齢化が急速に進展している。 

 昭和 22 年に男性 50.06 歳、女性 53.96 歳であった平均寿命が、令和２年には男性 81.64 歳、女性 87.74

歳と右肩上がりに過去最高を更新していたが、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）等などの死

亡率の変化により、令和３年、４年と２年連続で前年を下回っていた。令和５年は男性 81.09 歳、女性 87.14

歳と３年ぶりに男女とも前年を上回ったものの、令和６年は男性 81.09 歳と前年と比較して横ばい、女性

87.13 歳と前年を下回った。 

 
   

 我が国の人口ピラミッド（2024 年 10 月１日現在） 

 

 
 
 

資料出所：総務省統計局「人口推計（2024 年 10 月 1 日現在）」 
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表-2　本県における人口の年次別推移

年 次 人口総数（人） 対前年人口増減（人） 対前年人口増減率（％）

　　平成11年 2,009,120 2,866 0.1

　　平成12年※ 2,004,817 △4,303 △0.2 

　　平成13年 2,009,064 4,247 0.2

　　平成14年 2,010,507 1,443 0.1

　　平成15年 2,011,691 1,184 0.1

　　平成16年 2,014,874 3,183 0.2

　　平成17年※ 2,016,452 1,578 0.1

　　平成18年 2,015,105 △1,347 △0.7 

　　平成19年 2,015,233 128 0.0

　　平成20年 2,014,650 △583 0.0

　　平成21年 2,010,732 △3,918 △0.2 

　　平成22年※ 2,007,683 △3,049 △0.2 

　　平成23年 2,000,021 △7,662 △0.4 

　　平成24年 1,993,386 △6,635 △0.3 

　　平成25年 1,987,119 △6,267 △0.3 

　　平成26年 1,980,960 △6,159 △0.3 

　　平成27年※ 1,974,255 △6,705 △0.3 

　　平成28年 1,968,425 △5,830 △0.3 

　　平成29年 1,961,963 △6,462 △0.3 

　　平成30年 1,952,926 △9,037 △0.5 

　　令和元年 1,942,313 △10,613 △0.5 

　　令和２年※ 1,933,146  △9,167 △0.5 

　　令和３年 1,922,445  △10,701 △0.6 

　　令和４年 1,908,380  △14,065 △0.7 

　　令和５年 1,895,031  △13,349 △0.7 

　　令和６年 1,882,342             　    △12,689 △0.7 

　　令和７年 1,868,706 △13,636 △0.7 

表-3　本県における人口構成

注：　（　　）内は構成割合　　　 資料出所：「国勢調査」

本県の人口の推移は、平成９年に200万人と

なり 、 平成23年まで 200万人を超えていたが、

平成24年は16年ぶりに200万人を下回り、その後も

減 少 が 続 き 、 令 和 ５ 年 は 190 万 人 を 下 回 っ た

（表-2）。　

平 成 17 年 度 の 国 勢 調 査 の 結 果 を み る と 、

平成12年か ら５ 年間に0.6%(11,635人)が増加と

なり、５年間に人口が増加した都道府県は、全国に

15あるが、本県の人口増加率は11番目となった。

その後減少に転じ、平成22年度の国勢調査の

結果では、平成17年から５年間に0.4%(8,769人）が

減少となった。　

令和２年度の国勢調査の結果では、平成27年

に比べ2.1%（41,109人）減少し、1,933,146人となり、

全国順位は19位であった。

※は「国勢調査」、それ以外は「栃木県毎月人口調査（毎年10月１日現在）」

65歳以上人口は平成27年に比べて3.1ポイント

上昇しており、今後も人口減少と高齢化が進むと

本県の人口を年齢別にみる と、昭和60年は

15歳未満の割合が22.8%、 65歳以上の割 合が

10.5% だ っ た が 、 少 子 高 齢 化 の 進 展 に よ り 、

令和２年は15歳未満の割合が12.0%、65歳以上の

割合が29.0%となった。

予測される（表-3）。
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 また、15 歳以上の人口は、平成２年から平成７年では 5.6%、平成７年から平成 12 年では 3.4%、    

平成 12 年から平成 17 年では 1.8%と増加していたが、平成 17 年から平成 22 年では 0.5%、平成 22

年から平成 27 年では 0.4%、平成 27 年から令和２年では 1.1%減少となっている。 

これに対し 55 歳以上の高年齢者の割合は、平成２年で 29.7%（46 万２千人）であったものが、   

令和２年は 47.5%（80 万３千人）と大幅に増加している（表-4）。 

 

表-4 本県における 15 歳以上の人口の推移                   （単位：百人） 

 
資料出所：国立社会保障・人口問題研究所、平成 17 年以降は栃木県統計課 

 

２．労働力人口の高齢化 

 本県の労働力人口の年齢別構成をみると、44 歳以下の占める割合は、平成２年の 58.1%から   

平成７年は 54.2%となり、平成 12 年は 51.3%、平成 17 年は 49.9%、平成 22 年は 49.0%、平成 27 年

は 47.0%、令和２年は 43.3%と減少が続いている。一方、45 歳以上でみると、平成２年の 41.9%から

平成７年は 45.8%となり、平成 12 年は 48.7%、平成 17 年は 50.1%、平成 22 年は 51.0%、平成 27 年

は 53.0%、令和２年は 56.7%と増加している。特に 55 歳以上の高年齢者については、平成２年の 21.2%

から平成 27 年は 32.2%と 11.0 ポイント上昇し、平成 27 年から令和２年の５年間においても 1.3  

ポイント上昇している（表-5）。 

 全国の労働力人口に占める 60 歳以上の割合も平成７年の 13.0%から、令和２年の 21.2%を経て、

令和 12 年は 23.9%となり、労働者の５人に１人が 60 歳以上となる見通しである（表-6）。 

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

15～19歳 1,529 1,389 1,220 1,071 935 907 905

20～24歳 1,180 1,360 1,231 1,093 938 846 887

25～29歳 1,190 1,200 1,491 1,307 1,131 1,005 834

30～34歳 1,280 1,306 1,322 1,520 1,317 1,165 995

35～39歳 1,542 1,337 1,259 1,325 1,514 1,328 1,158

40～44歳 1,700 1,553 1,327 1,258 1,315 1,512 1,323

45～49歳 1,328 1,675 1,559 1,321 1,241 1,307 1,499

50～54歳 1,166 1,307 1,682 1,540 1,296 1,218 1,291

55～59歳 1,146 1,152 1,302 1,657 1,512 1,272 1,200

60～64歳 1,086 1,154 1,125 1,273 1,613 1,476 1,245

65歳～ 2,385 2,974 3,445 3,909 4,382 5,084 5,587

計 15,532 16,407 16,963 17,274 17,194 17,120 16,924

年別

年齢別
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 表-5 本県内における年齢別労働力人口の推移 

 
資料出所：「国勢調査」 

 
表-6 全国労働力人口の推移と見通し 

 
注：グラフ上の数字は労働力人口（万人）、（ ）内は構成割合 
資料出所：令和２（2020）年までは総務省統計局「労働力調査」、令和７（2025）年以降は独立行政法人    

労働政策研究・研修機構「労働力需給モデル（2018 年度版）」 
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３．高年齢者雇用対策の推移 

 

 本格的な高齢社会を迎え、高年齢者の雇用の安定を図ることは、高年齢者の雇用対策を推進する上で最も 

重要な課題である。 

 国では、昭和 48 年に雇用対策法を改正して、定年延長促進の対策を充実させ、定年延長奨励金制度を創設   

するとともに、昭和 51 年に高年齢者雇用率制度、昭和 57 年に高年齢者雇用確保助成金制度を創設、さらに  

昭和 59 年に今後の高年齢者の雇用形態の変化等を考慮し、短時間勤務を含めた制度の拡充が行われた。 

 昭和 61 年 10 月に今後の高齢社会に対応した高年齢者雇用就業対策を講じるため、高年齢者雇用安定法が 

制定され、60 歳定年が法制化されるとともに、事業主には定年等で退職する高年齢者の再就職の援助が義務 

づけられた。また、高年齢者雇用奨励金をはじめとした助成金の拡充も図られた。 

 平成２年に 65 歳までの継続雇用を推進するための継続雇用制度導入奨励金制度が創設される等、各種助成

金制度の充実が図られた。 

平成２年６月に高年齢者雇用安定法が一部改正され、定年後 65 歳までの再雇用を事業主の努力義務とする

こと等を主な内容として、平成２年 10 月 1 日に施行された。さらに、同年 12 月に高年齢者等職業安定対策   

基本方針が策定され、高年齢者雇用についての目標や条件整備の指針等が示された。 

 平成６年６月に一部改正され、60 歳以上定年の義務化、65 歳までの継続雇用制度の導入又は改善に関する

計画の作成等や高年齢者に係る労働者派遣事業の特例等を主な内容として、平成10年４月１日に施行された。 

 平成 12 年５月に一部改正され、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の  

確保、高年齢者等に対する再就職の援助・促進、シルバー人材センターの業務範囲の拡大等を主な内容として、

平成 12 年 10 月１日に施行された。 

 平成 13 年４月に雇用対策法が改正され、事業主の募集・採用における年齢制限緩和の努力義務が規定され、

平成 13 年 10 月に施行された。 

平成 16 年６月に高年齢者雇用安定法が一部改正され、少子高齢化の急速な進行と年金支給開始年齢の段階

的な引上げにより、65 歳までの高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）として、定年の     

引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入のいずれかの措置を設けることが義務付けられた。また、  

求職活動支援書の作成・交付、労働者の募集及び採用の際に年齢制限をする場合の理由の提示、シルバー人材

センター等が行う一般労働者派遣事業手続きの特例等４項目が平成 18 年４月１日に施行された。 

 平成 24 年８月に一部改正され、少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる  

環境整備を目的として、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止、継続雇用制度の対象者を雇用  

する企業の範囲拡大、義務違反企業に対する公表規定の導入、雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の 

策定が平成 25 年４月１日に施行された。 

 平成 28 年４月に高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備を目的として、一部  

改正された。 

 令和２年３月に一改正され、雇用確保措置（義務）に加え、70 歳までの就業機会を確保するため、高年齢者

就業確保措置（「以下「就業確保措置」という。）（努力義務）が新設され、令和３年４月１日に施行された。 

 

 

 

４．高年齢者の雇用状況 

 

 令和７年６月１日現在における県内の高年齢者雇用状況等報告について、県内に本社のある常用労働者  

21 人以上規模の民間企業を対象とした調査によると、55 歳以上の高年齢者の雇用割合は 27.4%となっている

（前年比 0.6 ポイント増）（表-7）。 

 企業規模別に見ると、21～30 人が 33.3%（前年 32.4%）、21～300 人が 30.1%（前年 29.3%）、31～300 人が 29.6%

（前年 28.8%）、301 人以上が 23.5%（前年 23.1%）と企業規模が小さいほど高年齢者の雇用割合は高まって   

いる（表-8）。 

産業別に見ると、運輸、郵便業が 40.5%、サービス業（他に分類されないもの）が 37.3%、鉱業、採石業、

砂利採取業が 36.3%と雇用割合が高くなっているのに対し、学術研究、専門・技術サービス業が 16.1%、    

情報通信業が 17.0%、教育、学習支援業が 19.9%と低くなっており、企業規模別、産業別間に格差がみられる    

（表-9）。 



（注）令和３年から企業規模区分見直し 資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

う ち３０１人以上

129,447

21人以上総計 3,398 332,139 91,162 27.4 26.8 0.6

表-8　規模別高年齢者（55歳以上）雇用状況 （令和７年６月１日現在）

企業数 常用労働者数
う ち高年齢者数

高年齢者雇用割合

令和７年6月1日(%) 令和６年6月1日(%) 増減（ポイント）

区　分

規　模

令和７年

令和４年

３１　人　以　上

３１　人　以　上 1,798 255,053 52,682 20.7

う ち３０１人以上 145 113,615 19,739 17.4

３１　人　以　上 1,835 263,673 56,244 21.3

う ち３０１人以上 150 118,508 21,702 18.3

３１　人　以　上 1,886 272,382

表-7　年度別高年齢者(55歳以上）雇用状況 （各年６月１日現在）

常用労働者（全数）
う ち高年齢者数 全数に占める高年齢者の割合

年　別 企業規模 企業数

３１　人　以　上 2,422 307,205 82,850 27.0

平成２７年

平成２８年

平成２９年

26,778 20.7

279,557 63,491 22.7

う ち３０１人以上 149
平成３０年

133,745

91,162

31,439

27.4

23.5

２１　人　以　上

83,486 25.1

2,401 309,395

う ち３０１人以上

60,139 22.1

124,283 23,933 19.3

3,398 332,139

124,337 23,962 19.3

79,988 24.4

22.5

76,519 24.7

157 133,245 28,902 21.7

う ち３０１人以上 159

1,962

59,723

8,312

51,411

31,439

173,460

133,745

31,439

２１　人　以　上 3,255 327,568

152

２１　人　以　上 3,291 331,996

３１　人　以　上

198,394

24,934

2,422

3,238

976

160

133,745

2,262

160

21人～300人

▲ 2.8

0.8

0.9

31人以上総計

21～30人

23.5

30.1

33.3

29.6

23.5

26.3

29.3

32.4

28.8

23.1

う ち高年齢者数 令和７年6月1日(%) 令和６年6月1日(%) 増減（ポイント）

区　分

産業別
企業数

301人以上

0.8

0.4

(注）令和３年から企業規模区分見直し 資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

A,B

01～04

Ｃ

０５

Ｄ

０６～０８

Ｅ

０９～３２

Ｆ

３３～３６

Ｇ

３７～４１

Ｈ

４２～４９

Ｉ

５０～６１

Ｊ

６２～６７

Ｋ

６８～７０

Ｌ

７１～７４

Ｍ

７５～７７

Ｎ

７８～８０

０

８１、８２

Ｐ

８３～８５

Ｑ

８６、８７

Ｒ

８８～９６

Ｓ

９７～９９

不動産業 、物 品賃 貸業

学術研 究、 専門 ・技 術サ ービス業

宿 泊 業、 飲食 サー ビス

業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、 学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないも の）

そ の 他

895

6

50

270

390

20

農 、 林 、 漁 業

鉱業 、採 石業 、砂 利採 取業

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱 供給 ・水 道業

情 報 通 信 業

運 輸 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

9,989

21,451

64,545

4,339

25,160

0

32

69

109

147

156

660

21

276

0

81,628

343

5,261

19,786

50,296

7,526

5,432

7,702

13,675

4,262

17,709

1,120

9,373

0

486

287

3,433

20,668

112

893

8,018

12,504

2,116

3,492

1,245

1,237

4,207

0.6

27.2 28.6 ▲1.4

36.3 38.4 ▲2.1

27.6 26.9 0.7

25.3 24.7 0.6

32.7 30.2 2.5

17.0 16.4

30.8 31.1 ▲0.3

35.0 33.9

0.6

令和３年

(注）令和５年７月から産業分類変更

27.4 26.8 0.6

25.8 24.8 1.0

37.3 36.7 0.6

91,1623,398 332,139計

資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

19.9 19.3 0.6

0.0 0.0 0.0

27.4 26.8

令和２年
３１　人　以　上 2,093 288,820 68,801 23.8

う ち３０１人以上 153 126,455 26,261 20.8

令和元年
３１　人　以　上 1,989 283,122 66,188 23.4

う ち３０１人以上 151 125,945 25,576 20.3

1.1

40.5 38.6 1.9

24.9 24.2 0.7

28.1 26.5 1.6

22.9 22.0 0.9

16.1 15.5 0.6

1,790

790

12,426

３１　人　以　上

う ち３０１人以上

2,393 305,631 73,575 24.1

308,195 81,166 26.3

う ち３０１人以上 161 134,135 30,972 23.1

37

14

246

表-9　産業別高年齢者（55歳以上）雇用状況 （令和７年６月１日現在）

常用労働者数
高年齢者雇用割合

31～300人

令和５年

２１　人　以　上 3,343 330,604 85,755 25.9

３１　人　以　上 2,428 307,431 78,486 25.5

う ち３０１人以上 157 132,703 29,832

令和６年

２１　人　以　上 3,389 332,449 89,020 26.8

３１　人　以　上 2,430

-６-



　表-10　本県における年齢別常用職業紹介状況（パートを含む）

項　目 求人倍率 就職率

全　数

年　齢 （Ｂ） （Ｃ）うち新規 （Ｄ）

19 歳 以 下 3,372 295 67 18 15 1 11.43 22.4

20 ～ 24 歳 3,767 2,104 438 548 98 28 1.79 22.4

25 ～ 29 歳 3,763 3,135 588 1,093 152 61 1.20 25.9

30 ～ 34 歳 3,718 2,685 493 907 111 36 1.38 22.5

35 ～ 39 歳 3,602 2,799 538 873 158 52 1.29 29.4

40 ～ 44 歳 3,420 2,880 544 961 181 60 1.19 33.3

45 ～ 49 歳 3,170 3,072 580 1,039 185 59 1.03 31.9

50 ～ 54 歳 3,153 3,599 650 1,249 225 78 0.88 34.6

55 ～ 59 歳 3,153 3,329 594 1,280 181 56 0.95 30.5

60 ～ 64 歳 2,221 3,824 700 1,777 193 77 0.58 27.6

65 歳 以 上 1,665 4,518 1,250 527 266 11 0.37 21.3

合 計 35,004 32,240 6,442 10,272 1,765 519 1.09 27.4

うち45歳以上の全数 13,362 18,342 3,774 5,872 1,050 281 0.73 27.8

うち55歳以上の全数 7,039 11,671 2,544 3,584 640 144 0.60 25.2

５．高年齢者の求人・求職状況

（令和７年10月分）

資料出所：職業安定部「業務統計」

（Ａ）／（Ｂ）
（Ｄ）／（Ｃ）

×１００

月間
有効

求人数
（Ａ）

月間有効求職者数 就職件数

全　　数 うち雇
用保険
受給者

うち雇
用保険
受給者

-７-



令和３年  21,691 13,995 7,689 5,101 2,166 393 3,316 1,785

※就職率＝就職件数÷新規求職申込件数

合計

（注）中高年齢者・・・45歳以上
　　　高年齢者・・・・・55歳以上

55～59

歳

60～64

歳

　表-11　中高年齢者の職業紹介状況（常用）

　表-12　令和７年高年齢者常用職業紹介業務取扱状況

27.5

29.2

27.3

22.9

女

5,96514,298 7,379平成28年　

平成26年　

平成27年　

平成29年　

平成30年　

計

月別

項目

就職率
  （％）

27.6

27.5

27.8

27.7

う ち

保険

受給者

新規求職申込件数 月間有効求職者数 就　職　件　数
就職率

（％）65歳

以上

う ち

保険

受給者

合計
55～59

歳

60～64

歳

65歳

以上
合計

55～59

歳

60～64

歳

65歳

以上

2,114

2,237

1,944

23.5

308

男

4,490

4,205

4,188

3,884

1,840

1,999

2,067

2,057

6,575

20,869

22,454

7,233

2,092

うち
55歳以上

2,611

2,551

3,871

3,941

3,846

3,185

うち
65歳以上

197

244

2662,594

2,363

2,503

2,429

2,523

2,374

269

296

7,129

22,949

22,594 15,481 7,084

15,256

664

新　規　求　職

13,631 7,112

382

435

6,056

5,702

5,135

男 女

16,331 6,341

6,210

6,258

5,944

13,888 8,545

200

13,412 7,434

令和６年  

（学卒及びパートを除く）

（常用的パートを含む）

資料出所：職業安定部「業務統計」

17,989 4,347 4,916 8,726 84,299

区分

年別

平成24年　

平成25年　

22,520

21,445

21,694

20,752

3,690 5,420

14,281

就　　　職

計

1,235 1,706 903 23.3

3,659 766 964 1,929 12,383 3,273

23,237 26,513 34,549 25,373 4,189 1,248

293 118 18.13,373 171

26.8

112 22.1

2,351 595 649 1,107 12,709 3,333 3,790 5,586

5,657 3,527 604 171 182 2512,734 628 724 1,382 12,739 3,315 3,767

604 184 176 244 124 26.5

26.2

2,277 621 643 1,013 11,941 3,380 3,808 4,753 3,821

3,739 615 175 180 260 124

22.6

2,354 619 628 1,107 11,431 3,303 3,827

3,807 4,314 3,711 467 163 1462,070 524 608 938 11,425 3,304

4,518

4,301 3,618 595 174 187 234

158 140

25.2

合計

令和７年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 3,584 640 181 193 266 144

141 25.3

2,544 594 700 1,250 11,671 3,329 3,824

令和元年  21,538 13,659 7,860 5,779 2,341 369 3,575 2,204

22.2令和２年  22,695 14,415 8,274 5,042 2,078 346 3,246 1,795

24.2令和４年  21,230 13,384 7,815 5,143 2,221 371 3,252 1,885

24.0令和５年  22,239 13,693 8,524 5,338 2,340 446 3,319 2,016

-８-



（注）令和３年から企業規模区分見直し 資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

48 70

31　人　以　上

222

令和３年
21 人 以 上 3,255 144 3,111 0 2,274 73 646

267

132 6

38

5

10

0 151 0

20

24

0

30

0

0

0

0

0

104

25 37

0

1

49 82

0 2

51 94

32 66

0 31

0

6

24160

46 1,752 0 1,460 33 228

0 152 0 131 8

123

513

0 2,153 109 833

0 161 0 128

40

149

0

う ち301人以上

2

1

0 1

48 85

う ち301人以上 161 9 22

31　人　以　上 2,430 78 2,352 0 1,613

0

56

0 1,536

478

91 618

110

76 2,317 0 1,732 58

89 552

2,239 74 703

0 157 0 131 8 17

75

9243,254

0

243

11

0

0

14 30

32

0 1

31 53

0 1

54

0 32

30

0

0 0

35 74

0

1,504

11

0

0

0

9

128

2,062

141

293

134 8 10

1,528 48

443

6 12

12

6

1,421

125

1,436

5

31 人 以 上

う ち301人以上 152

６．定年制の状況

（１）　定年制の状況
　令和７年６月１日現在における県内の民間企業（企業規模21人以上）のうち、一律定年制を有する企業のすべてが60歳以上
の定年制を設け、65歳以上の定年は1,082社(31.8%)となっている。
　定年制の推移を見ると、一律定年制を有する企業のうち65歳以上の定年制を定めている企業は、平成25年度は13.7%（企業規
模31人以上）であったのに対し、令和７年度は31.8%（企業規模21人以上）と着実に伸びているが、全体的には定年制は60歳、
その後、継続雇用で対応している企業が主流となっている（表-13）。
　また、企業規模別、産業別の定年状況は表-14、15のとおりである。

60歳 61～64歳 65歳 66～69歳

区分

年別
企業規模 企業数

定年制がない

企業
計

59歳以下

　高年齢者の雇用に大きな影響を与えているのが定年制である。定年の定め方には一律に定めるもの、職種別に定めるもの等があるが、
大部分の企業が一律定年制を取り入れている。

一律定年制企業
70歳以上

（２）　65歳以上への定年延長の普及促進
　高年齢者雇用安定法による雇用確保措置については、その多くが継続雇用制度の導入によるものであり、65歳以上への定年
引上げ、または定年制の廃止による措置を講じている企業は36.1%にとどまっている。
　「生涯現役社会」の実現に向けて、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があり、65歳以降の継続雇
用の延長・65歳までの定年引上げを行う企業への奨励等、法制度の整備を行うとともに、企業に対して再就職受入支援や高齢
者の就労マッチング支援の強化を図っている。

5

133 6

6

45

0

0

144

1,901

 令和６年
21 人 以 上 3,389 149 3,240

2,393

令和元年
31 人 以 上 1,989

151

1,835

21 人 以 上

31　人　以　上 2,422 68 2,354

（各年６月１日現在）

250

0

　表-13　定年制の状況

0

う ち301人以上

48 1,787 0 1,475 37

1 149 0 134

う ち301人以上
1,726

138

う ち301人以上 145 1 144

159

136

 令和７年

31 人 以 上

令和２年
31 人 以 上 2,093

う ち301人以上 149

う ち301人以上 153

3,398

160

1,771

138

150

平成29年
31 人 以 上

平成30年

う ち301人以上

う ち301人以上 157

31　人　以　上 2,401

0

1,697

136
平成25年

1,741

0 133 5

31 人 以 上 1,962 61 1,537 45

平成26年

31 人 以 上 1,798

1,886

う ち301人以上 159

平成28年
31 人 以 上

う ち301人以上

平成27年

48

72

21537

1

56 2,037 0 1,579 49 339 28 42

0

0 153 0

58 1,931 0

0

0

0

44

0

0

82 2,346

令和４年
21 人 以 上 3,291 144 3,147 0

0

2,326 0

1,838

29 64

令和５年
21 人 以 上 3,343 158 3,185 0 2,208 95 749

う ち301人以上 157 0 157 0 130 7 19

31　人　以　上 2,428

1,697 58

1,675

-９-



区　分

複 合 サ ー ビ ス 事 業

(76.9%) (6.9%) (15.0%) (0.0%) (1.3%)

(100.0%) (7.8%) (92.2%) (53.9%) (1.9%) (31.4%) (1.9%) (3.1%)

(100.0%) (3.0%) (97.0%) (62.5%) (3.5%) (26.3%) (1.5%) (3.2%)

　　２１～３０人

　　３１～３００人

　　３０１人以上

3,398 144 3,254

(100.0%) (2.8%) (97.2%)

2,422 68 2,354

(100.0%) (4.4%) (95.6%)

(100.0%) (0.0%) (100.0%)

2,062 110 924 54 104

(100.0%) (4.2%) (95.8%) (60.7%) (3.2%) (27.2%) (1.6%) (3.1%)

産　業

表-14　規模別定年制の状況

産
　
　
　
業
　
　
　
別

企　業　数

割　合　％

S

97～99
そ の 他

企業数

156

660

21

276

J

62～67
金 融 業 、 保 険 業

K

68～70
不動産業、物品賃貸業

L

71～74

学 術 研 究 、

専門・ 技術サ ービ ス業

P

83～85
医 療 、 福 祉

　　２１人以上総計

　３１人以上総計

　　２１～３００人

Q

86、87
R

88～96

卸 売 業 、 小 売 業

D

06～08
建 設 業

E

09～32
製 造 業

F

33～36

電 気 ・ ガ ス

熱 供 給 ・ 水 道 業

サ ー ビ ス 業

（ 他に 分類されない も

M

75～77
宿泊業、飲食サービス業

N

78～80

生活関連サ ービス業、

娯 楽 業
O

81、82
教 育 、 学 習 支 援 業

A,B

01～04
農 、 林 、 漁 業

C

05
鉱業、採石業、砂利採取業

G

37～41
情 報 通 信 業

H

42～49
運 輸 、 郵 便 業

I

50～61

0 0

147 12 73 5

3

0

〔100.0 〕 

37

14

246

895

6

50

270

390

20

32

69

109

147

0 0 0 0 0

0 0

21 255 18

0 21 15 2 4

0 2

26 634 340 27 224 13 30

6 150 96 5 47

4

8 139 95 4 34 0 6

5 104 64 3 30

0 0

1 68 53 1 13 0 1

1 31 23 2 6

2 4

0 20 17 2 1 0 0

18 372 270 14 82

0 0

10 260 145 5 87 10 13

1 49 40 1 8

17 16

0 6 6 0 0 0 0

27 868 604 23 208

0 1

16 230 119 5 94 4 8

0 14 7 0 6

〔1.6 〕 〔3.1 〕 

4 33 21 4 7 0 1

〔4.2 〕 〔95.8 〕 〔60.7 〕 〔3.2 〕 〔27.2 〕 

資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

3,398 144 3,254 2,062 110 924 54 104

60歳 61～64歳 65歳 66～69歳 70歳以上

定　年　制　が　あ　る　企　業
計

定年制が

ない企業

定　年　制　が　あ　る　企　業
計

６０歳 ６１～６４歳 ６５歳 ６６～６９歳 ７０歳以上規　模
企業数

定年制が

ない企業

区　分

1,536 91 618 35 74

3,238 144 3,094 1,939 99 900 54 102

(1.4%) (3.1%)(63.4%) (3.8%) (25.5%)

(1.7%) (3.2%)

976 76 900 526 19 306 19 30

資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

1,413 594 35 72

令和７年６月１日現在

表-15　産業別定年制の状況

（注）企業規模2１人以上

令和７年６月１日現在

11 24 0 2160 0 160 123

802,262 68 2,194

(59.9%) (3.1%) (27.8%)
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７．継続雇用及び再就職の促進 

 

 

（１）雇用確保措置、就業確保措置の実施状況 

  ① 雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳（表-16-1） 

   ・ 実施済みの企業は 3,394 社 

   ・ 定年制を廃止としている企業は 4.2%（144 社） 

   ・ 65 歳以上の定年年齢を設けている企業は 31.9%（1,082 社） 

   ・ 継続雇用制度を導入している企業は 63.9%（2,168 社） 

  ② 就業確保措置の実施状況（表-16-2） 

・ 実施済みの企業は 1,351 社（39.8%） 

・ 中小企業は 39.9%（1,293 社） 

・ 大企業は 36.3%（58 社） 

 

 

 

（２）70 歳までの就業機会確保のための普及促進、相談・援助 

  高年齢者雇用安定法は令和２年３月に一部改正となり、雇用確保措置（義務）に加え、70 歳までの就業機

会を確保するため、70 歳までの定年の引上げ、定年制の廃止、70 歳までの継続雇用制度の導入、創業支援

等措置の導入を講ずる努力義務が新設され、令和３年４月１日に施行された。 

雇用確保措置の完全な実現と 70 歳まで働ける制度の普及・促進のため、企業と接触する様々な機会を捉

え、高年齢者雇用に関する機運の醸成を図り、「生涯現役社会」の実現のため、就業確保措置未実施企業に

対して周知・啓発指導を実施している。 

また、70 歳までの就業機会の確保を促進するためには、企業においては賃金コストの問題、人事管理上

の問題や作業環境等検討すべき様々な課題がある。これらの課題を解決するため、独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構栃木支部との連携のもと、事業主に対して 70 歳雇用推進プランナーによる継続雇用に

伴う就業規則、賃金・退職金等の賃金体系、人事体系、職務再設計についての相談、助言を行っている。 

 

 

 

（３）高年齢者の再就職の促進 

  高年齢者の就労意欲、就職条件、希望職種等については個人の資質、健康、能力等により多様化している。 

  このような状況を踏まえて、職業安定機関においては、きめ細かな情報の提供、職業相談を実施し、個々

の高年齢者に見合った求人の確保に努め、再就職の促進を図っている。 

    さらに、ハローワーク宇都宮、栃木、足利、真岡、大田原、小山には「生涯現役支援窓口」を設置し、         

特に 65 歳以上の高年齢求職者への再就職支援の充実・強化を図っている。 

   また、職業能力開発機関との連携により、高年齢者の希望、適正等を考慮した職業訓練の機会を提供し、

雇用機会の確保に努めている。        

       



資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

表-16-2  70歳までの就業確保措置の実施状況

※　「②定年の引上げ」は、定年年齢を65歳以上としている企業、「③継続雇用制度の導入」は、

している。

301人以上

144

4.2%

1,082 2,168 3,394

31.9% 63.9%

62.9%

76

３１～300人

144 1,056 2,034 3,234

4.5% 32.7%

3.0%

355 542

31.0%

（４）　事業主による再就職援助
　　高年齢者雇用安定法により、事業主は定年退職者等の再就職援助に努めることとされている。このため、定年退職後等における再就職が
　早期に促進されるよう、事業主に対して、次のことについて周知・啓発を実施している。
　①　事業主都合による解雇等により離職することが予定されている中高年齢者に対する求職活動支援書の作成・交付
　②　高年齢離職者が多数発生する場合はハローワークへの多数離職届の提出

（５）　定年退職後における臨時的、短期的な就業の場の確保
　　高年齢者が生きがいを持って社会参加することが可能となるよう、シルバー人材センターの活用により、高年齢者の就業ニーズの多様化や
　地域の需要に応じた就業機会の確保を図るため、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の場を提供できるよう努め
　ている。

①定年の廃止 ②定年の引上げ ③継続雇用制度の導入 合計（①＋②＋③）

2.8%

21人以上総計

31人以上総計
100.0%30.0% 67.2%

表-16-1　雇用確保措置実施企業における措置内容の内訳 （令和７年６月１日現在）

0.0%

100.0%

68 727 1,626 2,421

68 701 1,492 2,261

973

7.8% 36.5% 100.0%

16.3% 83.8% 100.0%

66.0%

55.7%

100.0%

定年年齢は65歳未満だが継続雇用制度の上限年齢を65歳以上としている企業をそれぞれ計上

2,422

21～300人

２１～30人

100.0%

21人以上総計
144 104 1,103 0 2,047

4.2% 3.1% 32.5% 0.0% 60.2%

1,351

39.8%

0 26 134 160

100.0%

（令和７年６月１日現在）

3,398

100.0%

1,047 0 1,945 3,238

合計
（①＋②）

784 0 1,496

①70歳までの就業確保措置実施済み

定年の廃止 定年の引上げ
継続雇用制度の

導入
創業支援等措置

の導入

②未実施

2,262

39.9% 4.4% 3.2% 32.3% 0.0% 60.1% 100.0%

425 76 30 319 0 551 976

32.7% 0.0% 56.5% 100.0%

868 68 72 728 0 1,394

43.5% 7.8% 3.1%

31人以上総計

２１～300人

21～30人

31～300人
38.4% 3.0% 3.2%

38.2% 2.8% 3.1%

1,293 144 102

926 68 74

32.4% 0.0% 61.8%

※ 「①70歳までの就業確保措置実施済み」のうち、「定年の引上げ」は70歳以上の定年の定めを設けている企業、「継続
雇用制度の導入」は定年年齢は70歳未満だが継続雇用制度の上限年齢を70歳以上としている企業、「創業支援等措置の
導入」は定年年齢及び継続雇用制度の上限年齢は70歳未満だが創業支援等措置の上限年齢を70歳以上としている企業を
それぞれ計上している。

資料出所：「高年齢者雇用状況等報告」

61.6% 100.0%32.2% 0.0%

36.3% 0.0% 1.3% 35.0% 0.0% 63.8% 100.0%
301人以上

58 0 2 56 0 102 160
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65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保
するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう
努める必要があります（努力義務）。
①  70歳までの定年引き上げ
②  定年制の廃止
③  70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む）
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

詳細はP２～11をご確認ください

○ 60歳未満の定年禁止 （高年齢者雇用安定法第８条）

   事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

○ 65歳までの雇用確保措置 （高年齢者雇用安定法第９条）

   定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保
措置）を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。

高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所（ハローワーク）の指導を繰
り返し受けたにもかかわらず何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発
出、勧告に従わない場合は企業名の公表を行う場合があります。

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経

済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその
能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

高年齢者雇用安定法についてⅠ

70歳までの就業機会の確保（努力義務）

65歳までの雇用確保（義務）

1

高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者（＊）の業務に、高年齢者就業確保措置の推進も追

加されます。また、名称も高年齢者雇用等推進者に変更になっています。

 ＊各企業で選任することが努力義務とされている、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務

を担当する者。（選任した場合のハローワーク等への届出は必要ありません。）

※ 定年や雇用確保措置、就業確保措置の変更や新設を行う場合、就業規則等を変更する必要があり

ます。（常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署

長に届け出る必要があります。）

ITIMCA
テキストボックス
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高年齢者就業確保措置についてⅡ

高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主：

➢ 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

➢ 継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入して

いる事業主

以下の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講ずるよう努め

る必要があります（努力義務）。

過半数労働組合等とは？

労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の

過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者を指します。

＜労働者の過半数を代表する者を選出する際の留意事項＞
・労働基準法第４１条第２号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
・創業支援等措置の計画に関する同意を行うことを明らかにして実施される投票、挙手等
の方法による手続きで選出された者であって、事業主の意向に基づき選出された者でな
いこと

2

＜高年齢者雇用確保措置＞
（65歳まで・義務）

⑴65歳までの定年引き上げ

⑵定年廃止

⑶65歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）によるものを含む）

＜高年齢者就業確保措置＞
（70歳まで・努力義務）

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委
託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の
事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う
社会貢献事業

①70歳までの定年引き上げ

②定年廃止

③70歳までの継続雇用制度の導入

（特殊関係事業主に加えて、他の事
業主によるものを含む）

創業支援等措置（雇用によらない措置）
（過半数労働組合等（※）の同意を得て導入）

【参考】

ITIMCA
テキストボックス
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所　名 所　在　地 郵便番号 電話番号 管　轄　区　域

宇都宮
宇都宮市明保野町１－４

宇都宮第２地方合同庁舎２階
320-0845 028－638-0369 宇都宮市、上三川町、高根沢町

那須烏山

（出張所）
那須烏山市城東４－１８ 321-0622 0287-82-2213 那須烏山市、那珂川町

鹿　沼 鹿沼市睦町２８７－２０ 322-0031 0289-62-5125 鹿沼市

栃　木
栃木市河合町１－２９

栃木地方合同庁舎１階
328-0041 0282-22-4135 栃木市、壬生町

佐　野 佐野市万町２７７９－１ 327-0028 0283-22-6260 佐野市

足　利 足利市丸山町６８８－１４ 326-0057 0284-41-3178 足利市

真　岡 真岡市荒町５１０１ 321-4305 0285-82-8655
真岡市、益子町、茂木町、

市貝町、芳賀町

矢　板 矢板市末広町３－２ 329-2162 0287-43-0121 矢板市、さくら市、塩谷町

大田原 大田原市紫塚１－１４－２ 324-0058 0287-22-2268
大田原市、那須塩原市のうち

旧西那須野町、旧塩原町

小　山
小山市喜沢１４７５

おやまゆうえんハーヴェストウォーク内
323-0014 0285-22-1524 小山市、下野市、野木町

日　光 日光市今市本町３２－１ 321-1272 0288-22-0353 日光市

黒　磯 那須塩原市共墾社１１９－１ 325-0027 0287-62-0144
那須塩原市のうち

旧黒磯市、那須町

高年齢者の雇用に関するご相談はハローワークへ

ハローワーク（公共職業安定所）
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